
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
件

一
六
五

○
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

一
六
六

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
件

一
六
六

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
十
五
件

一
六
七

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
四
件

一
七
一

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件

一
七
二

公

告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件

一
七
三

告

示

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
の
新
設
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
添
付
書
類
を
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
七
月
二
十
三
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働

部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商

工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
産
業
振
興
部
商
業
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
有
限
会
社
さ
か
と
み
様

貸
店
舗
新
築
工
事

福
島
県
い
わ
き
市
平
上
荒
川
字
長
尾
二

六
、
二
七
、
二
八

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
及
び
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名

称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者

名
称

有
限
会
社
さ
か
と
み

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

坂
本

喜
一

住
所

福
島
県
い
わ
き
市
平
上
荒
川
字
長
尾
二
二
番
地

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者

㈠

名
称

株
式
会
社
ゲ
オ

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

吉
川

恭
史

住
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
富
士
見
町
八
番
八
号

㈡

名
称

株
式
会
社
Ｏ
ｎ
ｅ

Ｄ
ｏ

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

都
築

武

住
所

茨
城
県
水
戸
市
城
南
一
丁
目
七
番
二
七
号
香
陵
駅
南
ビ
ル
三
階

㈢

名
称

株
式
会
社
光
栄
薬
局

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

大
塚

祐
一

住
所

福
島
県
い
わ
き
市
内
郷
綴
町
川
原
田
八
六
番
地
の
四

三

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
三
十
年
九
月
三
十
日

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

千
八
百
九
十
四
平
方
メ
ー
ト
ル

五

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

１

駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

五
十
七
台

２

駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

収
容
台
数

五
十
五
台

３

荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

面
積

五
十
平
方
メ
ー
ト
ル

４

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

㈠

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

㈡

容
量

七
・
五
立
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

㈠

開
店
時
刻

午
前
十
時

㈡

閉
店
時
刻

午
後
十
時

２

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

３

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

㈠

数

二
か
所

㈡

位
置

別
紙
図
面
の
と
お
り

───────────────────────────────────────────────────────────
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４

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
六
時
か
ら
午
後
十
時

七

届
出
年
月
日

平
成
三
十
年
三
月
八
日

（
「
別
紙
図
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件
（
平
成
二
十
九
年
福
島
県
告
示
第
四
百
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

表
福
島
市
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

福
島
市

大
波
第
九

大
波
第
一
一

平
成
三
〇
年
三
月
三
一

日

大
波
第
一
〇

平
成
三
一
年
三
月
一
五

日

表
会
津
若
松
市
の
項
中
「
同
」
を
「
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
」
に
改
め
、
同
表
郡
山
市
の
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

郡
山
市

笹
川
第
二

石
筵

石
筵
第
二

同

笹
川
第
三

石
筵
第
三

笹
川
第
四

平
成
三
一
年
三
月
一
五

日

表
い
わ
き
市
の
項
中
「
同
」
を
「
平
成
三
〇
年
三
月
三
一
日
」
に
改
め
る
。

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
の
規
定

に
よ
り
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

起
業
者
の
名
称

南
相
馬
市

二

事
業
の
種
類

南
相
馬
市
原
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業

三

収
用
又
は
使
用
の
別
を
明
ら
か
に
し
た
起
業
地

１

収
用
の
部
分

福
島
県
南
相
馬
市
原
町
区
小
川
町
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

申
請
に
係
る
事
業
は
、
次
の
と
お
り
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ

る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

南
相
馬
市
原
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業
（
以
下
「
本
件
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第

三
条
第
二
十
三
号
に
掲
げ
る
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
よ
る
社
会
福

祉
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

起
業
者
は
、
南
相
馬
市
復
興
総
合
計
画
に
基
づ
き
、
本
件
事
業
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
、
必

要
な
予
算
措
置
を
講
じ
て
い
る
た
め
、
事
業
遂
行
の
意
思
と
能
力
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

㈠

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

南
相
馬
市
（
以
下
「
当
市
」
）
で
は
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
施
設
を
市
内
に
二
箇
所
設
置
し

て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
施
設
も
設
置
か
ら
三
十
年
以
上
が
経
過
し
、
老
朽
化
の
た
め
施
設
・
設

備
の
改
修
及
び
機
能
の
向
上
を
図
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
原
町
老
人
福
祉
セ

ン
タ
ー
は
、
入
浴
が
で
き
、
健
康
の
増
進
や
教
養
の
向
上
を
目
的
と
し
た
各
種
教
室
や
イ
ベ
ン

ト
が
開
催
さ
れ
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
活
動
の
場
と
な
っ
て
お
り
、
年
間
２
万
人
を
超
え
る
利

用
者
が
あ
る
。

し
か
し
、
施
設
の
規
模
が
小
さ
い
た
め
、
各
種
教
室
は
、
定
員
以
上
の
応
募
に
よ
り
多
く
の

方
が
入
会
を
待
機
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

ま
た
、
施
設
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
も
不
足
し
て
い
る
た
め
、
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
な
ど
に
は
、
駐

車
で
き
な
い
車
が
多
く
発
生
す
る
な
ど
利
用
者
に
多
大
な
不
便
を
強
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

当
市
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
の
割
合
が
年
々
増
加
し
て
お
り
、
高
齢
化
率
も
全
国
平
均
を
大

き
く
上
回
っ
て
お
り
今
後
さ
ら
に
深
刻
さ
が
増
す
と
予
想
さ
れ
る
高
齢
化
に
対
応
す
る
た
め
に
、

高
齢
者
か
ら
の
相
談
に
対
応
す
る
と
と
も
に
、
健
康
の
増
進
、
教
養
の
向
上
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
活
動
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
施
設
の
充
実
が
急
務
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
っ
て
、
当
施
設
が
抱
え
て
い
る
施
設
の
老

朽
化
、
狭
あ
い
化
の
解
消
、
利
用
者
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
不
足
へ
の
対
応
が
可
能
と
な
る
と
と
も

に
、
新
耐
震
設
計
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
耐
震
性
に
優
れ
た
施
設
を
整
備
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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㈡

失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
及
び
福
島
県
環
境
影
響

評
価
条
例
（
平
成
十
年
福
島
県
条
例
第
六
十
四
号
）
に
定
め
る
対
象
事
業
に
該
当
し
な
い
。
起

業
者
が
本
起
業
地
及
び
周
辺
地
の
貴
重
な
動
植
物
の
生
息
情
報
に
つ
い
て
、
福
島
県
自
然
保
護

課
に
対
し
照
会
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
起
業
地
周
辺
河
川
に
は
準
絶
滅
危
惧
種
の
鳥
類
一
種
（
ヒ

バ
リ
）
の
生
息
が
確
認
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
福
島
県
の
回
答
及
び
生
息
に
対
す
る
影
響
等

に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
業
実
施
に
際
し
て
の
配
慮
事
項
の
と
お
り
、
周
辺
の
自
然
環
境
の
保
全
、

野
生
生
物
の
保
護
に
配
慮
し
て
設
置
工
事
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
工
事
区
域
内
に
営
巣
が
確
認

さ
れ
た
場
合
に
は
、
専
門
家
の
指
導
・
助
言
を
受
け
保
全
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

ま
た
、
当
市
教
育
委
員
会
の
遺
跡
分
布
図
に
よ
り
、
本
起
業
地
は
「
周
知
の
埋
蔵
文
化
財
」

の
範
囲
外
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

㈢

事
業
計
画
の
合
理
性

本
件
事
業
は
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
現
状
を
踏
ま
え
、
当
市
の
ま
ち
づ
く
り
の
指
針
と
な

る
「
南
相
馬
市
復
興
総
合
計
画
」
の
基
本
指
針
を
踏
ま
え
て
策
定
さ
れ
た
「
南
相
馬
市
高
齢
者

総
合
計
画
」
に
基
づ
き
、
市
民
の
意
向
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
意
識
調
査
及
び
人
口
推
計
か
ら

算
出
さ
れ
た
高
齢
者
人
口
予
測
を
踏
ま
え
て
計
画
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
施
設
利
用
者
の
利
便
性
を
第
一
に
、
市
内
三
か
所

の
候
補
地
の
比
較
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、
地
理
的
条
件
、
周
辺
環
境
及
び
経
済
性
か
ら
総
合

的
に
勘
案
す
る
と
、
本
起
業
地
が
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

㈠

事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

当
市
で
は
、
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
施
設
を
市
内
に
二
箇
所
設
置
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
施

設
も
設
置
か
ら
三
十
年
以
上
が
経
過
し
、
老
朽
化
の
た
め
施
設
・
設
備
の
改
修
及
び
機
能
の
向

上
を
図
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
原
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
年
間
２
万
人
を
超
え
る
利
用
者
が
あ
る
が
、

施
設
の
規
模
が
小
さ
く
、
施
設
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
も
不
足
し
て
い
る
た
め
、
利
用
者
に
多
大
な

不
便
を
強
い
て
い
る
状
況
で
あ
る
。

加
え
て
、
原
町
区
区
長
連
絡
協
議
会
や
利
用
市
民
か
ら
施
設
の
拡
張
に
つ
い
て
要
望
が
出
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性
は
高
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

㈡

起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
、
本
起
業
地
は
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
収
用

又
は
使
用
の
別
を
収
用
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

五

起
業
地
を
表
示
す
る
図
面
の
長
期
縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
長
寿
福
祉
課

（
土
木
総
務
課
用
地
室
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

二
本
松
市
東
新
殿
字
浮
内

変
更
前

一
三
・
八
〜

三
一
○
・
五

三
四
九
号

八
六
番
地
先
か
ら

四
〇
・
〇

同

市
東
新
殿
字
浮
内

八
番
地
先
ま
で

変
更
後

一
四
・
八
〜

三
一
○
・
五

四
一
・
三

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

二
本
松
市
杉
沢
字
口
中
内

変
更
前

一
〇
・
〇
〜

五
三
○
・
〇

三
四
九
号

一
四
一
番
一
地
先
か
ら

一
七
・
五

同

市
杉
沢
字
馬
船
四

四
四
番
地
先
ま
で

変
更
後

一
一
・
一
〜

五
三
○
・
〇

二
九
・
七
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（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
福
島

二
本
松
市
油
井
字
中
田
三

変
更
前

一
一
・
五
〜

一
六
四
・
〇

安
達
線

八
番
二
地
先
か
ら

一
五
・
七

同

市
油
井
字
天
王
田

八
八
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

一
三
・
〇
〜

一
六
四
・
〇

四
一
・
三

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
本
宮

本
宮
市
本
宮
字
九
縄
二
〇

変
更
前

一
○
・
九
〜

一
五
二
・
八

停
車
場
線

番
六
地
先
か
ら

三
三
・
八

同

市
本
宮
字
中
條
二
二

番
地
先
ま
で

変
更
後

一
九
・
〇
〜

一
五
二
・
八

三
三
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
二
本

郡
山
市
安
原
町
字
前
三
三

変
更
前

九
・
九
〜

一
五
八
・
五

松
金
屋
線

番
一
地
先
か
ら

一
八
・
一

同

市
安
原
町
字
前
一
○

三
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

九
・
九
〜

一
五
八
・
五

一
八
・
一

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
須
賀

須
賀
川
市
滑
川
字
中
町
六

変
更
前

八
・
三
〜

五
二
三
・
七

川
二
本
松

五
八
番
地
先
か
ら

三
八
・
二

線

同

市
滑
川
字
北
町
三

四
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

一
二
・
七
〜

五
二
三
・
七

一
七
三
・
五

（
道
路
計
画
課
）
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福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
会
津
若
松
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
大
内

大
沼
郡
会
津
美
里
町
冨
川

変
更
前

Ａ

六
・
〇
〜

六
一
五
・
一

会
津
高
田

字
中
川
原
二
六
九
番
地
先

二
三
・
四

線

か
ら

同

郡
同

町
永
井

野
字
下
町
一
八
六
九
番
一

地
先
ま
で

大
沼
郡
会
津
美
里
町
冨
川

変
更
後

Ａ

六
・
○
〜

六
一
五
・
一

字
中
川
原
二
六
九
番
地
先

二
三
・
四

か
ら

同

郡
同

町
永
井

野
字
下
町
一
八
六
九
番
一

地
先
ま
で

大
沼
郡
会
津
美
里
町
冨
川

Ｂ

一
一
・
○
〜

九
六
六
・
四

字
中
川
原
二
六
九
番
地
先

九
二
・
〇

か
ら

同

郡
同

町
永
井

野
字
下
町
一
九
二
二
番
四

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
南
会
津
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
高
陦

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
湯

変
更
前

六
・
六
〜

二
二
六
・
〇

田
島
線

野
上
字
舘
本
乙
一
三
三
○

二
一
・
九

番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
湯

変
更
後

六
・
六
〜

二
二
六
・
〇

野
上
字
舘
本
乙
一
三
一
九

二
一
・
九

番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

双
葉
郡
葛
尾
村
大
字
落
合

変
更
前

八
・
〇
〜

四
四
〇
・
○

三
九
九
号

字
落
合
一
六
番
地
先
か
ら

一
五
・
九

同

郡
同

村
大
字
落
合

字
落
合
九
三
番
一
地
先
ま

変
更
後

一
一
・
○
〜

四
四
〇
・
○

で

二
四
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
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課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
相
馬

相
馬
市
坪
田
字
台
前
三
六

変
更
前

Ａ

一
○
・
〇
〜

九
〇
五
・
〇

浪
江
線

番
地
先
か
ら

四
二
・
〇

同

市
坪
田
字
前
林
七
一

番
二
地
先
ま
で

相
馬
市
坪
田
字
台
前
三
六

変
更
後

Ａ

一
○
・
〇
〜

九
〇
五
・
〇

番
一
地
先
か
ら

四
五
・
〇

同

市
坪
田
字
前
林
七
一

番
二
地
先
ま
で

相
馬
市
坪
田
字
台
前
三
六

Ｂ

八
・
○
〜

一
一
八
・
○

番
一
地
先
か
ら

二
二
・
○

同

市
坪
田
字
平
林
一
二

七
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
日
下

相
馬
市
小
泉
字
根
岸
七
五

変
更
前

一
四
・
三
〜

五
八
〇
・
〇

石
新
沼
線

五
番
一
地
先
か
ら

六
一
・
八

同

市
新
沼
字
坪
ヶ
迫
二

〇
一
番
三
地
先
ま
で

相
馬
市
小
泉
字
根
岸
七
五

変
更
後

一
四
・
三
〜

六
二
〇
・
八

五
番
一
○
地
先
か
ら

七
三
・
〇

同

市
新
沼
字
坪
ヶ
迫
二

〇
一
番
三
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
上
戸

双
葉
郡
広
野
町
大
字
上
浅

変
更
前

一
一
・
〇
〜

一
○
五
・
五

渡
広
野
線

見
川
字
大
谷
内
一
三
六
番

五
七
・
一

二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
上
浅

変
更
後

一
〇
・
〇
〜

一
○
五
・
五

見
川
字
桜
田
一
○
九
番
六

四
三
・
九

地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）
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県
道
井
手

双
葉
郡
浪
江
町
大
字
井
手

変
更
前

七
・
七
〜

四
六
〇
・
〇

長
塚
線

字
唐
沢
一
一
二
番
一
地
先

二
七
・
三

か
ら

同

郡
同

町
大
字
寺
沢

変
更
後

七
・
七
〜

四
六
〇
・
〇

字
唐
沢
一
一
二
番
一
地
先

三
三
・
五

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
井
手

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
上
羽

変
更
前

Ａ

六
・
〇
〜

二
、
五
六
八
・
一

長
塚
線

鳥
字
大
道
五
三
二
番
地
先

一
六
・
〇

か
ら

同

郡
同

町
大
字
長
塚

字
寺
内
前
一
○
一
番
一
地

先
ま
で

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
上
羽

変
更
後

Ａ

六
・
〇
〜

二
、
五
六
八
・
一

鳥
字
大
道
五
三
二
番
地
先

一
六
・
○

か
ら

同

郡
同

町
大
字
長
塚

字
寺
内
前
一
○
一
番
一
地

先
ま
で

双
葉
郡
双
葉
町
大
字
上
羽

Ｂ

九
・
五
〜

二
、
五
五
四
・
○

鳥
字
大
道
五
三
二
番
地
先

七
〇
・
○

か
ら

同

郡
同

町
大
字
長
塚

字
町
東
八
九
番
一
地
先
ま

で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
下
渋

南
相
馬
市
原
町
区
下
渋
佐

変
更
前

一
〇
・
五
〜

一
四
三
・
四

佐
南
新
田

字
後
川
三
二
二
番
地
先
か

四
五
・
〇

線

ら同

市
原
町
区
下
渋
佐

変
更
後

一
〇
・
五
〜

一
四
三
・
四

字
仲
西
三
九
八
番
一
地
先

四
二
・
〇

ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
県
中
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
二
本
松
金
屋
線

郡
山
市
安
原
町
字
前
三
三
番
一
地
先
か

平
成
三
○
年
三
月
二
三
日

ら同

市
安
原
町
字
前
一
○
三
番
一
地
先

ま
で

（
道
路
計
画
課
）
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福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
高
陦
田
島
線

南
会
津
郡
下
郷
町
大
字
湯
野
上
字
舘
本

平
成
三
○
年
三
月
二
四
日

乙
一
三
三
○
番
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
湯
野
上
字
舘
本

乙
一
三
一
九
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
上
戸
渡
広
野
線

双
葉
郡
広
野
町
大
字
上
浅
見
川
字
大
谷

平
成
三
○
年
三
月
二
三
日

内
一
三
六
番
二
地
先
か
ら

同

郡
同

町
大
字
上
浅
見
川
字
桜
田

一
○
九
番
六
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
相
双
建

設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県
道
下
渋
佐
南
新
田
線

南
相
馬
市
原
町
区
下
渋
佐
字
後
川
三
二

平
成
三
○
年
三
月
二
三
日

二
番
地
先
か
ら

同

市
原
町
区
下
渋
佐
字
仲
西
三
九

八
番
一
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
二
百
五
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
係
る
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

施
行
者
の
名
称

田
村
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

田
村
三
春
小
野
都
市
計
画
下
水
道
事
業
（
田
村
市
流
域
関
連

公
共
下
水
道
）

三

事
業
認
可
の
年
月
日

平
成
十
年
三
月
十
三
日

四

事
業
施
行
期
間

（
変
更
前
）

平
成
十
年
三
月
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
八

日
ま
で
の
期
間
を
除
く
。
）

（
変
更
後
）

平
成
十
年
三
月
十
三
日
か
ら
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
（
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
八

日
ま
で
の
期
間
を
除
く
。
）

五

事
業
地

収
用
の
部
分

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
件
（
平
成
二
十
七
年

福
島
県
告
示
第
四
百
十
三
号
）
の
事
業
地
に
田
村
市
滝
根
町
菅
谷
字
杏
子

の
全
部
の
区
域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
に
同
市
滝
根
町
菅
谷
字
北
見
、
字
安
土
前
、
字
小
入
水
、
字

大
六
、
字
仙
台
平
、
字
馬
場
、
字
作
田
下
、
字
早
風
、
字
畑
中
、
字
猪
々

折
作
、
字
沼
ノ
沢
、
字
六
大
田
、
字
三
森
及
び
字
過
足
内
の
各
一
部
の
区

域
を
加
え
る
。

同
事
業
地
の
う
ち
同
市
船
引
町
船
引
字
堰
田
、
字
入
山
、
字
板
橋
入
山

及
び
字
遠
表
並
び
に
同
市
滝
根
町
菅
谷
字
入
水
の
各
一
部
の
区
域
を
変
更

す
る
。

使
用
の
部
分

な
し

（
下
水
道
課
）

公

告



【定価 １箇月 3,500円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平成30年３月23日 金曜日 福 島 県 報 第2987号173

公 告 第 ６ ８ 号
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る プ ラ ン ト 模 擬 設 備 設 計 ・ 製 作 業

務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等
又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」
と い う 。 ） 第 12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項
の 規 定 に よ り 公 告 す る 。

平 成 30年 ３ 月 23日
福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄

１ 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量
プ ラ ン ト 模 擬 設 備 設 計 ・ 製 作 業 務 一 式

２ 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地
福 島 県 商 工 労 働 部 産 業 振 興 総 室 産 業 創 出 課 ロ ボ ッ ト 産 業 推 進 室 福 島 県 福 島 市 杉 妻

町 ２ 番 16号
３ 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日

平 成 30年 ２ 月 26日
４ 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所

特 定 非 営 利 活 動 法 人 国 際 レ ス キ ュ ー シ ス テ ム 研 究 機 構 兵 庫 県 神 戸 市 長 田 区 二 葉 町
七 丁 目 １ 番 18号

５ 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額
7 7 , 1 1 3 , 7 0 3円

６ 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続
随 意 契 約

７ 随 意 契 約 に よ る こ と と し た 理 由
特 例 政 令 第 11条 第 １ 項 第 １ 号 該 当

（ 産 業 創 出 課 ロ ボ ッ ト 産 業 推 進 室 ）

───────────────────────────────────────────────────────────
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